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通常授業開始後の学校での生活等について 

  

初夏の候、保護者の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は、本校教育にご理解 

とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。 

  さて、これまでの分散登校等について、保護者の方々に、本当に多くのご理解とご協力をいただい 

たことにより、いよいよ６月１５日の通常授業開始が行える状況となってまいりました。６月１５日 

以降の子どもたちの学校での生活等につきまして、下記のとおり、お知らせいたします。 

感染予防・防止対策を第一とし、対応・指示をしてまいります。ご家庭におかれましても、ご確認 

とご留意をいただくこと等がありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．登校までにご配慮・ご確認いただくことについて 

（１）健康観察について 

①登校前のお子さまの健康観察をお願いします。また、大変お忙しいなかで申し訳ありま 

 せんが、必ず保護者の方でお子さまの検温を行っていただきますよう、ご協力をよろし 

くお願いいたします。発熱（３７．５度程度）の場合等、体調不良時にお子さまを無理 

に登校させることのないよう、併せてご確認ください。 

②体調不良やご都合等で欠席の場合等、お手数ですが、学校までご連絡ください。連絡帳 

 を他のお子さまにお渡しすることのないよう、ご協力をお願いします。 

（樟葉南小学校：050-7102-9096または 070-2299-4201） 

   ※昨年度まで、学校にご連絡いただく場合や学校から連絡させていただく時間につきま 

して、平日の８：００～１８：００とさせていただいておりました。今年度も、その 

かたちで今後あらためてお知らせとお願いをさせていただく予定ですが、現在の諸状 

況を鑑み、当面の間、上記の前後、多少の時間についても対応いたします。（平日） 

（２）集団登校について 

①集団登校です。これまでの来校日や分散登校と同様に、班の子どもたちが全員揃ってい 

ない場合でも、集合時間には学校に向かって出発するようになります。集合時間に間に 

合わない場合、他のお子さま等への連絡をしていただくこと、また、学校までお子さま 

を連れてきていただくことのご対応をよろしくお願いします。 

②熱中症防止について、枚方市教育委員会から、ご家庭での検温を踏まえ、お子さまが健 

康であることと、一列に並んで登校することを留意した上で、登下校中におけるマスク 

着用の必要はありません、という指示がありました。ご家庭でお子さまと相談いただき、 

マスクを外しての登校の場合、マスクを袋等に入れて、忘れずに登校させてください。 

登校後、教室でマスクを着用するよう指示を行います。 

２．学校での子どもたちの生活への配慮等について 

（１）健康観察等について 

①これまで行ってきました正門での検温やアルコール消毒については、今後、実施しない 

 予定ですが、状況により、臨時に実施する場合があります。子どもたち以外で来校され 

る方には、引き続き、手指のアルコール消毒のお願いをしてまいります。 

②朝の健康観察時、お子さまに健康状況を確認し、お子さまの様子に応じて検温を実施す 

 る場合があります。３７．５度程度の発熱が確認された場合、速やかに保護者の方に連 

絡をさせていただきます。（授業実施後もお子さまの状況に応じ、適宜、連絡いたします。） 

（２）手洗い等について 

①授業終了後や休み時間の後、各学習活動に応じ、ハンドソープによる手洗いを行うよう、 

適切に指示を行いますので、ハンカチ等を必ず持たせてください。ハンドタオル（ミニ 

タオル）を持たせていただいても結構です。          （裏面に続きます。） 



②教室等については、クーラー使用時も適切に換気を行うようにします。ろうかやトイレ 

 等についても、雨天時等の気象状況を踏まえ、窓を開け、換気を行います。 

（３）マスク着用について 

①学校内での生活は、マスク着用を基本としますが、授業中等お子さまの状況に応じ、マ 

 スクを外す指示をする場合、他のお子さまとの距離を確認の上、声を出さないように十 

分留意の上、指示を行います。マスクについては、外した場合に袋等に入れるように指 

示をしますので、ビニール袋や巾着袋等を持たせていただき、その袋の使用について、 

ご家庭でもお子さまにお話をしておいてください。衛生面を考慮していただき、同じ袋 

を毎日使用することのないよう（洗濯をしていただく等）、ご留意ください。 

②枚方市教育委員会に確認を行いましたが、給食等で外した後も同じマスクを引き続き使 

 用しても問題はないということでした。学校において給食後に新しいマスクに交換する 

よう指示を行いませんが、落としたり、汚れたりする場合等も考えられますので、でき 

るだけ予備のマスクを持たせてください。 

（４）給食について 

①給食時については「食物アレルギーの確認を徹底すること」、「手洗いを徹底すること」、 

「会話をしないこと」、「机を班のかたちにしないこと（同じ方向を向くこと）」、「配膳に 

ついて適切な指示をすること」、「食缶等を取りに行ったり、返却する時に調理場で適切 

に行動すること」等に十分留意し、指導いたします。 

②マスクについては食べる前に外し、袋等に入れ、食べた後に着用するよう指示をします。 

給食時に新しいマスクに交換する場合等、ご家庭でもご確認ください。 

   ③今年度より、給食時にアルミニウム製のトレー（おぼん）を使用し、その上にナフキン 

    等を敷き、食器を置くようにします。トレーについては、各学年の教材費（学年費）で 

購入させていただいております。衛生管理等についても十分行うようにします。トレー 

代金等の詳細は、後日お知らせします。（トレーは、卒業時にお渡しする方向で検討中です。） 

   ④トレーを持って、自分で食器等を取りにいくよう指示をします。但し、１年生の状況等、 

    学年に応じた指示や、やけど等をしないように指示をします。 

   ⑤おかず等がこぼれた場合の処理等、給食に関わる衛生管理等を担任等が適切に行います。 

   ⑥当面の間、給食時、全員がエプロンを着用することとします。また、ひき続き、それま 

    でに着用のマスクで準備等を行うことになりますが、給食（当番）用として別にマスク 

をご準備いただいても構いません。（エプロンは、お手数ですが、毎週持たせてください。） 

 （５）休み時間等について 

①休み時間に運動場で過ごしたり、体育等で運動場で活動を行ったりする場合、マスクを 

 外すことを認めたり、マスクを外すよう指示を行ったりします。各クラスでの指導や放 

送による全校への指示を適切に行います。（体育の活動では、マスクを外すことを基本とします。） 

（６）清掃活動について 

   ①清掃活動については、今年度より、給食後の実施に変更しております。当面の間、教室 

    内（ろうか）の清掃とし、自分の机やいすを拭いたり、掃き掃除を行うようにします。 

②今後、子どもたちそれぞれが自分専用のぞうきんを使うよう、指示を行いますので、お 

手数ですが、６月１８日（木）までに、ぞうきん２枚を持たせていただきますよう、よ 

ろしくお願いいたします。（６月１９日までは、各クラスにおいて簡易清掃を行います。） 

③トイレや特別教室等の清掃は、当面の間、教職員で行います。 

 （７）下校について 

   ①６月１５日（月）は避難訓練実施後の集団下校とし、１３：４５頃に下校開始とします。 

   ②６月１６日（火）以降は、通常の下校となりますが、１年生については、同じ方向に帰 

    宅する子どもたちでまとまって帰ることができるよう指示をします。 

   ③マスク着用は、登校時と同様の対応としますので、ご家庭でお子さまとご確認ください。 

（８）その他 

   ①熱中症防止のため、毎日必ず、お茶を持たせていただきますよう、よろしくお願いしま 

    す。（スポーツドリンクのような熱中症防止に効果のある飲料でも構いません。） 

   ②体育の学習や休み時間等での高温時の対策として、運動場にテントを設置します。 

  マスク着用の指示等、子どもたちへの対応を柔軟に行います。また、今後の諸状況を鑑み、子 

どもたちへの対応や指示の変更を適切に行います。変更等は、あらためて連絡させていただきます。 


